
- 1 -

○
環
境
省
告
示
第
八
十
一
号

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
五
号
）
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
動

物
が
自
己
の
所
有
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
（
平
成
十
八
年
一
月
環
境
省
告

示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
三
十
日

環
境
大
臣

石
原

伸
晃

第
１
中
「

」
の
下
に
「

」
を
加
え
る
。

迷
子
に
な
っ
た
動
物

や
非
常
災
害
時
に
逸
走
し
た
動
物

補
完
的
な
措
置
と
し
て

脚
環
等
の

非
常
災
害
時
に
お
い
て
も

第
４
の

の
イ
中
「

」
を
削
除
し
、
「

」
の
下
に
「

(２)

、

」
を
加
え
る
。

脱
落
の
お
そ
れ
が
低
く
、

行
う
こ
と

特
に
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
等
の
よ
う
に

行
う
こ
と
と
し

さ
れ
る
よ
う
に

第
５
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

。

す
る
こ
と

特
に

マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
施
術
は
獣
医
師
が
行
う
こ
と
と
し

併
せ
て
適
切
な
所
有
情
報

」
の
下
に
「

。
、

、」
を
加
え
る
。

の
登
録
及
び
更
新
等
に
つ
い
て
飼
い
主
に
対
す
る
指
導
等
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

第
６
を
第
６
の

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(１)

(１)

第
４
の

ニ
に
掲
げ
る
団
体
等
は

当
該
団
体
等
が
有
す
る
所
有
情
報
の
照
会
方
法
や
更
新
方
法
等
に
つ

(
)

⑴
の

２
、

い
て

関
係
行
政
機
関

所
有
者
等
に
対
す
る
周
知
に
努
め
る
こ
と

、
、

。

第
７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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第
８

犬
猫
等
販
売
業
者
等
の
責
務

犬
猫
等
販
売
業
者
等
に
あ

て
は

第
４
の

ニ
に
掲
げ
る
団
体
等
に
よ
り

所
有
情
報
の
検
索
が
全
国
規
模

っ
⑴
の

、
、

で
効
率
的
か
つ
迅
速
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

関
係
行
政
機
関
等
と
連
携
し
て
協
力
を
行
う
こ
と

ま
た

あ
ら
か
じ

、
。

、

め
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
等
を
装
着
し
て
販
売
す
る
場
合
に
は

そ
の
目
的
及
び
所
有
者
情
報
の
登
録
・
更
新
が
必
要
で

、

あ
る
こ
と
に
つ
い
て

購
入
者
へ
の
周
知
に
努
め
る
こ
と

、
。


